求職者の皆様へ

（事　業　所　名）

このたびは、家政婦(夫）の求職の申込みを頂き、ありがとうございます。紹介に先立ちまして次の内容をご確認ください。
当社は有料職業紹介事業を行うにあたり、厚生労働大臣の許可を受けており、家政婦(夫)の紹介事業は職業安定法をはじめ関係法令に従って運営されています。紹介事業では、当社が家政婦(夫）を紹介し、利用者が家政婦(夫)を採用することにより利用者と家政婦(夫)の直接雇用関係が成立することとなります。家政婦(夫)は、雇用期間、就労時間における利用者の指示、監督に基づいて仕事をするということになります。いわゆる派遣、請負契約や準委任契約型サービス（介護保険サービスや家事代行サービス等）とは異なる点にご留意ください。

以下は例示として記載しています。自社の定めをご記入ください。

【家政婦（夫）の賃金、交通費等】
　　求人票または労働条件明示書（通知書）に記載しています。

【手数料】
[bookmark: _Hlk215056189]１．求人者から徴収する手数料　…　別紙の手数料表により申し受けます。
※具体的に記載しても構いません。
２．求職者から徴収する手数料　…　別紙の手数料表により申し受けます。
　　※手数料を徴収しない場合　…　手数料は一切申し受けません。

【個人情報の取扱い】
個人情報の取扱者は、職業紹介責任者の〇〇です。当事業所に求職登録した家政婦(夫)の個人情報は「適格紹介」に必要な情報ですので、本人の了承があった場合を除き、当事業所から家政婦(夫)の個人情報を求人者側にお伝えすることはありません。

【ご相談・苦情等の受付について】
家政婦(夫)紹介に関する相談、苦情等については、当事業所の営業時間内にご連絡ください。苦情処理の責任者は、職業紹介責任者の〇〇です。
当事業所の営業時間は月曜日～金曜日（祝日および当事業所の定める日をのぞく）の午前9 時から午後5 時です。

【取扱い職種の範囲等】
・当事業所の取扱い職種は看護師、家政婦（夫）です。
　・当事業所の取扱い地域は国内です。

【返戻金に関する事項】
　当社は、返戻金制度を設けておりません。（設けている場合は具体的に記載）

【各種保険制度】（自社の取扱う制度を記載してください）
　　家政婦（夫）として就労中の様々な事故やケガ等に対する備えとして各種の保険制度への加入を受け付けております。

・賠償責任保険…就労中に誤って物を壊したとき或いは相手にケガをさせてしまったときなど、法律上の賠償責任を負った場合の補償。
・傷害保険…就労中にケガをした場合の補償。
・労災特別加入制度…業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して必要な給付を行う国の保険制度。
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